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国土交通省 香川河川国道事務所

土器川の刈り草を提供します

～堆肥・飼料・敷わらにいかがでしょうか！～

【目的及び内容】

香川河川国道事務所では、土器川堤防の異常を早期に発見し補修することを目的に、

堤防除草工事を行っています。その際、大量の草（刈草）が発生します。これら刈草

の大部分は、平成２１年度までは一般廃棄物として処分していましたが、平成２２年

度から刈草のロール化に取り組み、農家・畜産農家などに無料提供しました。（詳細

は別紙参照）。今後も、土器川周辺の農家や畜産農家の方々に堆肥や飼料、資材とし

て有効活用していただくことで、リサイクルの促進、コスト縮減につなげるため、刈

草の無料提供を実施します。

【提供時期】 平成２８年６月～受付開始 順次配布

【提供対象】 農家、畜産農家 等

【内 容】 前日までに除草・集草した刈草を梱包機でロール状にし、

地域住民へ無料提供する。（詳細は｢パンプレット｣参照）

【実施箇所】 土器川沿川全域（提供箇所は｢参考資料-1｣参照）

【提供条件】 ①現地へ取りに来ること ②全量を適正に使用できること

【提供数量】 全体で約３，０００個（状況により数量は増減します。）

【申込方法】 申込書を土器川出張所に提出（申込書は｢参考資料-2｣参照）

「四国圏広域地方計画」

№５ 地域の自立的・持続的発展に向けた「資国」産業競争力強化プロジェクト

【主催者】

国土交通省 香川河川国道事務所

問い合わせ先

香川河川国道事務所 ℡（０８７）８２１－１５６１ 副所長(河川) 内山俊浩 (内線204)

工務第一課長 鎌田 卓 (内線311)

建設監督官 藤沢義輝 (内線502)

◎ 土器川出張所 ℡（０８７７）２２－８３１８ 出張所長 明比 貢 (内線6121)

◎ 主たる問い合わせ先



土器川の刈草を 

○刈草の有効活用 
 香川河川国道事務所では、土器川流域の
安全を守るために、堤防の異常を早期に発
見し補修することを目的に、堤防除草工事を

行っています。  その際、大量の草（刈
草）が発生します。これらの刈草の大部分
は、一般廃棄物として処分していましたが、
今後は、土器川周辺の農家や畜産農家
の方々に堆肥や飼料、資材として有効活
用していただくことで、リサイクルの促進、
コスト縮減につなげるため、刈草の無料
提供を実施します。 

提供時期 平成２８年６月～ 受付開始 順次配布 

○問い合わせ先 

 香川河川国道事務所 土器川出張所 
 TEL ０８７７－２２－８３１８ 

 
～堆肥・飼料・敷わらにいかがですか！～ 
 
○提供対象  一般農家、畜産農家 等 
○実施箇所  土器川沿川全域 
○提供形態  ロール状 予定サイズ（φ５０ｃｍ、Ｌ＝８０ｃｍ、重さ約２５ｋｇ） 
○提供条件  １．現地にて引取。 ２．全量を適正に利用できること。 
○提供数量  全体で約３，０００個 （予定数量※状況に応じ数量は増減します。） 
○申し込み   土器川出張所にて申込書を記入して下さい。 

  集草   積込み   ロール 

無料で提供いたします。 



土器川の刈草を無料で提供いたします。 

○無償提供を行うにあたり、ご利用していただく皆様のご協力をお願いいたします。 

○刈草の提供の注意点 

１．引き取った刈草は、申告した利用目的以外の用途には利用しないで
下さい。また、譲渡、転売、換金、返品、投棄等は行わないで下さい。 
 
２．関係諸法令「道路交通法（収集運搬時における過積載等）」、「廃棄物
の処理および清掃に関する法律（不法投棄、不法焼却）」を遵守し、責任
を持った適正な利用をお願いします。 
 
３．提供を受けた刈草ロールに対して責任を持って利用して下さい。国土
交通省は、引き渡し以降一切の責任を負えません。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、五年以下の懲役若しく
は一千万円以下の罰金などの処罰が科される場合があります。 

○適正に利用して頂けない場合 

○問い合わせ先 

土器川出張所 
香川河川国道事務所 土器川出張所 
〒763-0082 丸亀市土器町東7丁目150 
電話 ０８７７－２２－８３１８ 
※平日8:30～17:00にご連絡お願いします。 

 

　品質に関する留意点
　刈草には、取り切れない小さなゴミが混入する場合があります。
　雑草の種子が含まれている場合があります。
　いばら等の草が含まれる場合があります。

　申込書の記入
　刈草は、現時点では一般廃棄物に属します。したがって、刈草の使用目的や、
　引き取り者の氏名、住所等を記載いただきます。
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左右岸 距離標 対象区間名 箇所 植生状況 ② ③

1 左岸 ０ｋ８～１ｋ２ 土器川大橋から土器川橋堤防 堤内 グラス系

2 左岸 １ｋ０～１ｋ３ 土器川大橋から土器川橋河川敷 高水敷 グラス系

3 右岸 ２ｋ１～２ｋ９ 潮止堰から丸亀橋上流河川敷 高水敷 雑草等

4 右岸 ３ｋ２～３ｋ９ 丸亀大橋右岸上下流河川敷 高水敷 グラス系

5 左岸 ３ｋ６～５ｋ８ 丸亀大橋から高柳橋 堤外 雑草等

6 右岸 ４ｋ８～５ｋ７ 平成大橋から高柳橋堤防
堤外・
高水敷 グラス系

7 左岸 ５ｋ０～５ｋ７ 平成大橋から高柳橋河川敷 高水敷 グラス系

8 右岸 ６ｋ８～７ｋ８ 水辺の学校から中方橋堤防 堤内 グラス系

9 右岸 ６ｋ８～７ｋ８ 水辺の学校から中方橋河川敷 高水敷 グラス系

10 左岸 ５ｋ８～７ｋ８ 高柳橋から中方橋堤防 堤外 グラス系

11 左岸 ５ｋ８～７ｋ８ 高柳橋から中方橋河川敷 高水敷 グラス系

12 右岸 ８ｋ０～１０ｋ０ 飯山運動公園から綾歌運動公園堤防 堤内外 グラス系

13 左岸 ７ｋ８～８ｋ８ 中方橋から行時樋門 堤内外 雑草等

14 左岸 ８ｋ７～１０ｋ２ 土器川生物公園堤防から垂水橋 堤内外 グラス系

15 左岸 ９ｋ２付近 土器川生物公園かすみ堤防 堤内外 グラス系

16 左岸 １０ｋ２～１２ｋ０ 垂水橋から乙井大橋 堤内外 グラス系

17 右岸 １２ｋ１～１２ｋ８ 乙井大橋から琴電橋梁堤防 堤内外 グラス系

18 左岸 １２ｋ０～１２ｋ８ 左岸乙井大橋から琴電橋梁堤防 堤内外 グラス系

19 左岸 １３ｋ４～１４ｋ２ 杉ノ上堤防 堤内外 雑草等

20 右岸 １４ｋ４～１５ｋ０ 長尾堤防 堤外 芝・雑草等

21 左岸 １４ｋ４～１４ｋ７ H20年植生堤防 堤外 芝

22 左岸 １５ｋ８～１６ｋ０ 天神床止下流堤防 堤内 雑草等

23 左岸 １６ｋ０～１７ｋ０ 天神床止から吉野樋門 堤内 雑草等

２．土器川堤防刈草提供範囲ブロック図
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１．梱包予定数量及び草刈時期は予測値であり、確実に確保できる数ではありません。また、現地状況
により実施しない場合があります。 
 
 
２．同時期による希望者多数の場合は、希望数量を確保出来ない場合があります。 
 
 
３．刈草には雑草が多く含まれます。したがって、雑草の種子やいばら等が含まれる場合があります。 
 
 
４．草刈りから梱包までは約１日～２日を予定しています。 
 
 
５．梱包材は、1週間～10日程度現地に置いておきます。その後、引き取り希望がない場合は処分します。
また、土器川の洪水が予想される場合や降雨により梱包材の品質が悪化したものについては早急に処
分する場合があります。 
 
 

⑬ 

⑯ 

土器川出張所へ 
積込み個数を報告 

※連絡を必ずお願いします。 

⑱ 

㉑ 

㉓ 
㉒ 



土 器 川 刈 草 無 料 提 供 申 込 書 
 

平成    年    月    日 

 

【無料提供の同意事項】 

１．申し込みは、不法投棄防止のために持ち主を確認する手段であり、希望数や希望時期、及び

品質に対して保障するものではありません。 

２．引き取った刈草は、申告した利用目的以外の用途には使用せず、全量を適正に使用して下さ

い。また、譲渡、転売、換金、返品、投棄等は行わないで下さい。 

３．関係諸法令「道路交通法（収集運搬時における過積載等）」、「廃棄物の処理および清掃に関

する法律（不法投棄、不法焼却）」を遵守し、責任を持った適正な利用を行って下さい。 

４．国土交通省は、引き渡し以降一切の責任を負いません。 
 
以上のことを同意したうえで、土器川の刈草について無料提供を申し込みます。 
 

   氏    名： 

   住    所： 

   電    話： 

   FAX･ﾒｰﾙ： 

 

１．刈草の利用目的（該当する項目に○を記入下さい。） 
 

① 畜産業 ：飼料（飼育種目             ） 

② 農業  ：堆肥・敷き藁（栽培種目         ） 

③ その他 ：（                        ） 
 
２．持ち帰り地点及び数量 
 

             地点（        個 ）＊主に必要な時期（   ）月～（   ）月頃 

       ※サイズはφ５０ｃｍ、長さ８０ｃｍ程度 「トラック１台分」等の記載でも可. 
 
３．搬出手段（該当する項目に○を記入下さい。） 

 
① 軽トラック  ② ２ｔトラック ③ その他（        ） 

 
４．刈草配布の連絡と希望時間帯（該当する項目に○を記入下さい。） 
 

① 連絡方法（電話 ・ FAX ・ メール ・その他       ） 

② 希望時間帯（            ） 

 
 

 

土 器 川 刈 草 無 料 提 供 申 込 み（控 ） 

平成   年   月   日 

                     様 
 

土器川刈草無料提供申込みを受付ました。 

 

※連絡を希望される方は、天候・休日等により連絡が遅れる場合がありますがご了承下さい。 

※香川河川国道事務所 土器川出張所では、個人情報を重要なものと認識し、ご提供いただいた個人情報を｢行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律｣その他関連法令等を遵守して保護いたします。 

 
香川河川国道事務所 土器川出張所 

切 り 取 り 線 

参考資料－２ 


